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児
童
セ
ン
タ
ー
出
入
口
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

や
ト
イ
レ
の
改
修
工
事
を
行
う
た
め
、
次
の
期

間
は
臨
時
休
館
と
な
り
ま
す
。

○
休
館
期
間　

11
月
15
日
㈪
〜
12
月
10
日
㈮　

　

休
館
中
、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
「
は
す
の

こ
」
は
、
「
Ｖ
Ｉ
Ｖ
Ａ
ぎ
ょ
う
だ
」
内
プ
レ
イ

ル
ー
ム
で
開
室
。
な
お
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

ン
タ
ー
み
ず
し
ろ
（
１
・
２
階
）
は
通
常
ど
お

り
利
用
で
き
ま
す
が
、
２
階
ト
イ
レ
は
11
月
15

日
㈪
か
ら
27
日
㈯
ま
で
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ　

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援

　

担
当
（
内
線
２
６
２
）

▼
対
象　

父
子
家
庭
の
父
、
母
子
家
庭
の
母
ま

た
は
父
母
の
い
な
い
児
童
を
養
育
し
て
い
る

方
で
、
平
成
23
年
４
月
に
中
学
校
へ
就
学
す

る
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
市
町
村
民
税
非
課

税
世
帯
の
方（
生
活
保
護
受
給
世
帯
を
除
く
）

▼
支
給
額　

１
万
円　

▼
申
請
方
法　

子
育
て
支
援
課
で
配
布
し
て
い

る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
振
り
込

み
金
融
機
関
が
証
明
で
き
る
も
の
（
通
帳
な

ど
）
を
持
参
の
う
え
、
12
月
28
日
㈫
ま
で
に

同
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
※
申
請
期
日

を
過
ぎ
る
と
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

同
課
子
育
て
支
援
担
当
（
内

線
２
９
２
）
ま
た
は
県
こ
ど
も
安
全
課
総
務

　

・
児
童
手
当
・
母
子
福
祉
担
当
☎
０
４
８―

８
３
０―

３
３
３
７

　

市
で
は
、
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
65
歳

以
上
の
方
を
対
象
に
、
介
護
予
防
を
目
的
と
し

た
行
田
市
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト（
生
活
機
能
低

下
チ
ェ
ッ
ク
）を
行
っ
て
い
ま
す
。
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
を
提
出
し
た
方
の
中
で
、
生
活
機
能
に
係

る
さ
ら
に
詳
し
い
検
査
が
必
要
と
認
め
ら
れ
た

方
に
は
、
す
で
に
受
診
券
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

受
診
期
間
は
12
月
10
日
㈮
ま
で
で
す
。
ま
だ

検
査
が
お
済
み
で
な
い
方
は
早
め
に
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
受
診
期
限
間
近
は
込
み
合

い
ま
す
の
で
、
事
前
に
実
施
医
療
機
関
へ
予
約

を
し
て
か
ら
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

高
齢
者
福
祉
課
高
齢
福
祉
担

当
（
内
線
２
７
８
）

　

老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
は
、

雑
所
得
と
し
て
所
得
税
の
課
税
対
象
と
さ
れ
て

い
ま
す
（
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
は
課
税
さ
れ

ま
せ
ん
）
。
課
税
対
象
と
な
る
受
給
者
の
方
に

は
、
毎
年
11
月
上
旬
ま
で
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
扶
養
親
族
等
申
告
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

12
月
１
日
の
提
出
期
限
ま
で
に
必
ず
同
機
構
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
申
告
に
よ
り
、
翌

年
中
に
受
け
ら
れ
る
年
金
に
係
る
所
得
税
の
源

泉
徴
収
税
額
が
決
ま
り
ま
す
。
提
出
を
忘
れ
る

と
各
種
控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、
所
得
税
の
源
泉

徴
収
税
額
が
多
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
な
お
、
年
金
以
外
に
収
入

が
あ
る
方
は
、
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

○
平
成
23
年
度
分
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
が

送
付
さ
れ
る
方

65
歳
未
満
で
年
金
額
が
１
０
８
万
円
以
上
の
方

65
歳
以
上
で
年
金
額
が
１
５
８
万
円
以
上
の
方

▼
問
い
合
わ
せ　

熊
谷
年
金
事
務
所
☎
５
２
２

―

５
１
５
８

児
童
セ
ン
タ
ー
改
修
工
事
に
伴
う

　
　
　
　
　

臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

埼
玉
県
ひ
と
り
親
家
庭
児
童

　
　
　
　

  

就
学
支
度
金
支
給
制
度

生
活
機
能
検
査
の
受
診
は

　
　
　
　
　
　
　

お
済
み
で
す
か

年
金
受
給
者
の
扶
養
親
族
等

　
　

申
告
書
は
期
限
ま
で
に
提
出
を

　平成23年４月１日から、子ども医療費の通院支給対象年齢を、
これまでの「中学校就学前」から「中学校卒業」までに拡大します。

　この制度を長く維持していくためには、受給者の皆さん
が医療費を有効に使っていただくことが大切です。

（１）診療時間内に受診しましょう
　　正規の診療時間内は医療スタッフがそろい、必要な検

査が受けられます。できるだけ診療時間内に相談をし
たり、受診したりするよう心掛けてください。　

（２）埼玉県小児救急電話相談をご利用ください
　　休日や夜間における小さいお子さんの急な病気（発熱、

下痢、嘔
お う と

吐など）に際し、家庭での対処法や受診の必
要性について、看護師が電話で相談に応じます。

　　◆相談電話番号　☎♯8000
　　　※IP電話、ひかり電話、ダイヤル回線の場合
　　　☎048－833－7911　☎048－833－7922
　　◆相談時間
　　 【月～土曜日】午後７時～11時　
　　 【日曜日、祝日、年末年始】午前９時～午後11時

これに伴う受給資格証の取り扱いは次のとおりです。

（１）平成８年４月２日から平成11年４月１日までの間に生まれ
た方で、受給資格証のない方には、登録申請書を送付しま
すので（11月下旬予定）登録申請をしてください。

（２）すでに「子ども医療費受給資格証」をお持ちの方は、改め
て申請する必要はありません(加入保険、振込口座などの内
容に変更がある場合はご連絡ください)。３月中に新しい受
給者証を郵送します。

（３）申請に必要なもの
　　①子ども医療費受給資格登録申請書
　　②口座振替依頼書
　　③保険証(子どもの名前が記載された保険証)
　　④預金通帳(保護者名義のもの)
　　⑤印鑑(朱肉を要するもの)

▶問い合わせ　保険年金課医療担当（内線226・227）

入院：中学校卒業まで
通院：中学校就学前まで

【 現　行 】

入院・通院：中学校卒業
　　　　　　まで

【平成23年４月１日から】


